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社会情勢と博物館の現状

①全国の状況

②県域の状況

③当館の状況

・博物館法改正：近年、博物館に求められる役割の多様化・高度化に対応するための法的整備。
・収蔵庫の状況：多くの博物館で収蔵庫不足の状況。
・文化財防災の現状：災害（主に水害、地震）による文化財保存の困難化。
  人口減少・高齢化の一層の進展による文化財の担い手不足（特に過疎地域で） 。

・福井県長期ビジョン：博物館を活用して、地域資源の魅力発信や観光振興を進める役割を担う。
・福井県文化振興プラン：文化芸術と教育、福祉、観光、まちづくり、その他の関連分野との連携・協働
  推進と地域文化の調査・研究機能を強化することで、文化施設を核とした文化芸術振興に取り組む。
・学芸人員の配置：人口比に対し博物館が多い特徴があるが、一部の館を除き各館の専門職員の

配置は少ない。
・市町博物館の現状：専門人材や収蔵施設が不足。
・県内大学の現状：歴史系学部・学科がないため、文化（財）の担い手の養成や調査研究活動に

おいて博物館が担う役割は大きい。

・中核施設としての現状：平成11年基本構想・計画検討報告書をもとに、当館全体の現状を確認。
・施設の現状：前回改修で展示のみ更新され、概ね好評だが収蔵施設等は老朽化。
・学芸員数の現状：展示・収蔵面積に比して学芸員数が少ない。
・公園との連携の現状：公園との一体的利用がなされていない。



全国の状況  １

近年、博物館に求められる役割が多様化・高度化していることを踏まえ、博物館の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確

保するため、法律の目的や博物館の事業、博物館の登録の要件等を見直すなど、これからの博物館が、その求められる役割を果た

していくための規定を整備する。

Ⅰ法律の目的および博物館の事業の見直し
○ 博物館法の目的について、社会教育法に加えて文化芸術基本法の精神に基づくことを定める【第1条】。

○ 博物館の事業に博物館資料のデジタル・アーカイブ化を追加するとともに、他の博物館等と連携すること、および地域の多様な主体との連携・

協力による文化観光その他の活動を図り地域の活力の向上に取り組むことを努力義務とする【第3条】。

Ⅱ博物館登録制度の見直し
博物館の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確保するため、博物館の登録要件を見直すとともに、これに伴う登録審査の手続き等

についての規定を整備する。

Ⅲその他の規定の整備
○ 学芸員補の資格要件を短期大学士を有する者で博物館に関する科目の単位を修得したものとする【第6条】。

○ 国・都道府県等教育委員会による研修の対象に学芸員・学芸員補以外の者を含めることとする【第7条】。

○ 博物館に相当する施設として指定された施設（指定施設）について、他の博物館等との連携を努力義務とする等の規定を整備する【第31条】。

Ⅳ施行日・経過措置
施行期日：令和５年４月１日

経過措置：既に登録されている博物館は施行から５年間は登録博物館とみなす。等

趣 旨

概要

博物館法の一部を改正する法律の概要
文化庁資料より抜粋

2

博物館法の改正

■博物館法改正により博物館に求められること

「博物館法」の改正において、「文化芸術基本法」に基づくことをはじめ、博物館資料のデジタルアーカイブ化、他館等との連携や地
域の多様な主体との連携による活動を通じた地域力の向上が求められている。



全国の状況 ２
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「博物館総合調査 ｐ135 より」（令和元年度）／日本博物館協会 2020

収蔵庫の状況

■「博物館総合調査」にみる収蔵量の状況

○『博物館総合調査』（令和元年度）では、収蔵庫の資料が「ほぼ満杯の状態」「収蔵庫に入りきらない」
の合計は全体の57.2％。

○人文・自然系博物館（「総合」「郷土」「美術」「歴史」「自然史」）でみると、その割合はさらに高く
なる（59.1％）

○６割の館の収蔵庫が「満杯状態」になっている。2004（平成16）年から2013（平成25）年調査時よりも
 「満杯状態」の館の割合が高くなっている。



全国の状況 ３
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https://www.hitohaku.jp/exhibition/collectionarium.html

収蔵庫の状況

■コレクショナリウム - 兵庫県立 人と自然の博物館（ひとはく）

県立人と自然の博物館は、「人と自然の共生」をテーマとした自然史系の博物館として平成４年（1992年）に開館。
令和４年には「標本・資料の持つ価値を、すべての人とひらく」をコンセプトに、コレクショナリウム※を開館。

コレクショナリウムは、標本・資料の収蔵機能に加え、展示ギャラリーや作業の様子を見学できる標本制作室などを
併設。1階では標本やデジタル画像を利用した展示を行い、隣り合うワークルームでは標本を生かした体験プログラム
なども行われっている。

※Collectionarium／コレクショナリウム ＝ collection（標本）＋arium（～まつわる場所）を掛け合わせた造語



全国の状況 ４
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https://www.pref.aichi.jp/press-release/syuuzouko-kouhochi.html

収蔵庫の状況

■愛知県で全国初となる共同収蔵庫の整備を推進

愛知県は愛知県美術館、愛知県陶磁美術館および愛知県立芸術大学が、引き続き美術品等の保存および収集活動等を
継続できる収蔵スペースの確保に向け、全国初となる共同収蔵庫の整備を推進。

候補地が常滑市奥栄町（元愛知県立常滑高校敷地 敷地面積：5万9043平方メートル）に決定。2030年度完成を目標に、
収蔵環境を一部公開する機能を付与することも予定している。



全国の状況 ５
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https://www.bunka.go.jp/gyoji/pdf/93906901_05.pdf

収蔵庫の状況

■栃木県立博物館の収蔵庫の拡大とコレクションマネジメント

栃木県立博物館は、昭和57（1982年）、考古、歴史、民俗、美術・工芸の人文系4分野と、動物、植物、地学の自然系
3分野を備えた総合博物館として開館。以来、40年近く経過する中で、資料の増加等により収蔵環境が悪化してきたこ
とから、令和２年に収蔵庫を新設。旧収蔵庫2,500㎡に加え、1,558㎡の新収蔵庫により収蔵スペースが1.6倍に拡大し、
稼働率もそれまでの140％から85％に低下。

収蔵庫の新設の検討にあわせて、コレクションマネジメント関係規定も改訂・整備。収蔵スペースを意識し、収蔵の
必要性を十分に検討したうえで収集するなどの運用がされている。

http://muse.pref.tochigi.lg.jp/



全国の状況 ６
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文化財防災の現状

■川崎市 風水害の被災を踏まえ収蔵庫を含む博物館の整備を検討

川崎市市民ミュージアムは、令和元（2019）年の関東地方で発生した東日本台風により地階に設置していた収蔵庫が
浸水し、収蔵品約 24 万５千点が被災した。被災後には、国立文化財機構などの全国の博物館、美術館関係者の協力
により、被災収蔵品の地階収蔵庫からの搬出、応急処置や修復などを実施。令和７年３月時点でも被災した収蔵品の
応急処置、修復などのレスキュー活動が続いている。 

こうした状況をふまえ、新たな博物館、美術館の役割を整理するとともに、可能な限り被災リスクの少ない場所での
新たなミュージアムの整備に向けて検討を進めている。

191205kawasakicitymuseumtypoon19.pdf

(gaiyoubann)aratanamuseumnikannsurukihonnkousou.pdf



全国の状況 ７
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「文化財防災の現状と課題」（文化財虫菌害研究所編2021）

平成30年に文化財保護法が改正され、これには文化財の防
犯・防災についても記載することが求められている。地域
社会総がかりで地域の文化財を確実に継承していくことが
図られている。

1.はじめに

自然現象で生じる文化財への被害としては，まず物理的な
破壊があげられる。熊本地震では，熊本城の北十八間櫓等
の重要文化財13棟が倒壊をはじめ各種被害が生じた。次に
被害として水損被害がある。東北地方太平洋沖地震で発生
した巨大津波は多くの文化財に水損被害をもたらした。九
州北部豪雨や西日本豪雨でも文化財に深刻な水損被害が生
じている。

2．災害による文化財の被害

災害により被災した文化財をどのように救援するかは，文
化財の種類，文化財を構成している材料，損傷の程度に
よって対応が分かれてくる。美術工芸品等の多くは，有機
質の材料や金属から構成されており，水損している場合に
おいては，先述したような腐朽，腐敗，腐食といった劣化
が急速に進行する。したがって，できる限り迅速な救援を
要するものであるが，発災直後，市町村の文化財保護部局
の担当者は避難所の設営や運営等に従事せざるを得ず，被
害状況の確認もできないという現実がある。

3．被災文化財の救援

救援は，被災した文化財を出来るだけ早く回収し，応急処
置をほどこすことである。救援にあたっては，回収した文
化財の緊急避難場所を確保することが大きな課題となる。
災害発生時には，人命救出とライフラインの復旧が最優先
となる。そのような状況の中で，被災した文化財を避難さ
せる場所の確保には，様々な工夫が必要となる。

4．文化財を災害から守る

東日本大震災の文化財レスキュー事業以降，平成26年度か
ら国立文化財機構では，新たに文化財防災ネットワーク推
進事業（文化庁文化芸術振興費補助金，美術館・歴史博物
館充填分野推進支援事業）に取り組んできた。

5．文化財防災センターの役割

文化財防災の現状

■文化財保存の困難化に対応する取り組み
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県域の状況 １

福井県の長期ビジョンにおいて、「文化観光の推進」として、美術館や博物館など県立文化施設を計画的に改修し、誰にでも開かれ
た交流の場として利用を促進し、北陸新幹線開業後、交流を拡大する基盤を強化するとしている。 
※福井県長期ビジョン 第２部 実行プラン（２０２５～２０２９年度）より
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「福井県長期ビジョン」

■「福井県長期ビジョン」との整合

福井県ＨＰより https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/seiki/vision2019/top.html

※福井県長期ビジョン
第２部 実行プラン（２０２５～２０２９年度）より

■政策１２：文化芸術・スポーツ力の強化
○文化観光の推進 
・美術館や博物館など県立文化施設を計画的に改修し、誰にで
も開かれた交流の場とし て利用を促進

・一乗谷朝倉氏遺跡や永平寺などの調査・研究を推進し、展
示・教育普及への活用と地 域文化の価値・魅力の国内外へ
の発信を強化 など

【施策１２－１】県民主体の文化活動や表現・参加機会の拡大
④誰もが文化芸術に親しめる環境の整備 
県立文化施設を身近な文化芸術振興の拠点として活用しても
らえるよう、運営サービ スや利便性を一層向上するとともに、
他の文化施設や地域との連携を強化します。 また、デジタル
技術を用いて、収蔵資料等の文化財の保存・活用・発信を進
めるなど、 地域間格差の解消に努め、誰もが身近に鑑賞、創
造、参加できる機会を創出します。

【施策１２－２】文化芸術の次世代育成と保存・継承・活用
⑦文化施設の機能拡充 観光・まちづくり、国際交流などの分野
においても中核としての役割を果たす存在と なるよう、県立文
化施設のあり方を検討し、必要な機能強化を図ります。

【施策１２－３】文化芸術による交流機会の拡大
⑤文化芸術と地域経済の有機的な連携創出
 アーティストやデザイナーと企業等との協働や、伝統工芸産
地と県立文化施設との連携による新たな観光コンテンツの開
発などを進め、文化芸術と地域経済の好循環を創出します。



県域の状況 ２

「博物館法」の改正に伴い、「文化芸術基本法」に基づき策定した「福井県文化振興プラン」の基本理念、目指す姿をはじめ、関連施
策を踏まえていくことが求められている。
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←有形・無形の
文化財の保存
・継承・活用

←文化施設
の機能拡充

↑文化芸術を
最大限活用し
た文化観光の
推進

※ は関連施策

「福井県文化振興プラン」

■「福井県文化振興プラン」との整合

福井県ＨＰより https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/bunshin/bunka-plan.html



県域の状況 ４
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県内他博物館の状況

■県内の福井県博物館協議会では、県立で12館※、市町立で28館、私立で11館、協議会全体で51館が
加盟している。福井県立歴史博物館は、事務局として多様かつ多数の博物館の情報連絡網の総合窓
口の役割を担っている。

福井県博物館協議会／加盟博物館一覧より

※福井県立の博物館は14館存在するが（Ｐ12-15参照）、越前古窯博物館は組織としては、陶芸館の一部のため１つの館としてカウントしていない。
福井県児童科学館エンゼルランドふくいと福井県教育庁埋蔵文化財調査センターは、福井県博物館協議会に加盟していないため12館と表記している。



県域の状況 ５

福井県立若狭歴史博物館

（概要）
昭和57年に開館。平成26年に館名を
「福井県立若狭歴史博物館」と改め
リニューアル。

（収蔵・展示内容）
常設展示は仏像や祭りなどの若狭の特色的な文化を紹介し、
それらを育んできた若狭の歴史の理解促進を意図した構成。
リニューアル前に比べ中近世の歴史資料展示が充実。

福井県立歴史博物館

（概要）
昭和59年に総合博物館として開館。
平成15年に人文系（歴史）に
リニューアル。

（収蔵・展示内容）
常設展示の歴史ゾーンは福井の歴史を時代別に展示。ト
ピックゾーンの「昭和のくらし」コーナーは、昭和30～40
年代の農家や町並みを再現。幅広い年代の来館者から好評
を得ている。1階の「オープン収蔵庫」では、収集・保管、
調査・研究といった博物館業務を体感できる。

福井県立一乗谷朝倉氏
 遺跡博物館

（概要）
278haという広大な範囲が国の特別史跡
として指定保存された全国でも稀有な戦国時代の城下町遺
跡。令和4年に本館（新設）を「展示・ガイダンス棟」、分
館（これまでの資料館を改修）を「調査・研究収蔵棟」と
して整備し開館。

（収蔵・展示内容）
出土遣物を中心に古文書・画像などの関係資料を展示。

福井県立こども歴史文化館

（概要）
平成21年に開館。福井ゆかりの人物の
紹介を通して、子どもたちに福井の
歴史や文化を伝え、自分の将来に大きな夢をふくらませて
もらうことを目標にしている。

（収蔵・展示内容）
埋蔵文化財の展示、体験を通じて漢字の魅力の学習、産業
や文化を介しながら、福井にゆかりのある人物を紹介する
など、多分野にわたって展示がされている。
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県内他博物館の状況

■歴史系施設（4館）
（財）日本博物館協会／「全国博物館総覧」より



県域の状況 ６ 

福井県立美術館

（概要）
昭和52年に開館。その後、展示棟増
改築および実技研修棟建設、収蔵庫増築
を行っている。福井市内の文教地区に位置し、県民に親し
まれる美術館活動を行っている。

（収蔵・展示内容）
岡倉天心関係作家作品（院展系）を中心に、福井ゆかりの
作家・作品、西洋版画などを収集。岡島コレクションも重
要。

福井県陶芸館

（概要）
昭和46年に開館。郷土の自然を背景に
培われた越前焼の歴史と伝統を伝え
広め、あわせて産業の発展に寄与することが目的。

（収蔵・展示内容）
主な収蔵作品は古越前の平安時代から江戸時代までの各種
壺、甕、すり鉢など。これらの中から約100点を常設展示。

（越前古窯博物館）

（概要）
越前古窯研究の第一人者である
水野九右衛門が収集した資料を公開
する越前焼の研究拠点（平成29年開館）。古越前の展示・
研究をはじめ、茶室やコミュニティスペースも備えている。

（収蔵・展示内容）
水野氏が収集した国登録有形文化財である「福井県陶磁器
資料（水野九右衛門）」を展示。そのほか移築した水野氏
の住宅などをコミュニティスペースとして活用。

福井市立郷土歴史博物館

（概要）
昭和28年に開館。平成16年に現在地に
移転し新築。江戸時代の福井城下の一
角に位置し、隣接する名勝養浩館庭園や福井城舎人門遺構
（復元）とあわせて、江戸時代を体感することができる。

（収蔵・展示内容）
越前松平家伝来の資料群「越葵文庫」「福井市春嶽公記念
文庫」といった福井藩ゆかりの資料が豊富。そのほか、市
内の遺跡から出土した考古資料など、市域の歴史・文化に
関わる多彩な資料を収蔵。

県内他博物館の状況

■関連歴史系・美術・工芸系（3館）
（財）日本博物館協会／「全国博物館総覧」より※福井市立郷土歴史博物館は、市立だが近隣の歴史博物館のため記載
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※陶芸館の一部



県域の状況 ７

教育博物館

（概要）
平成29年に統合後使用されなくなった
旧学校施設を活用し、新規開館。学校
教育および福井県にゆかりのある教育者の資料の収集・保
存・調査研究・展示および教育普及活動を実施。

（収蔵・展示内容）
幕末から明治、大正、昭和の教科書や教具・教材、生徒作
品などを通して福井の教育の歴史や福井ゆかりの教育者を
紹介。

福井県児童科学館
エンゼルランドふくい

（概要）
遊びの実体験を通して健康な体と豊か
な情操を育むとともに、科学に対する関心や理解を深める
ことにより、子どもたちの健やかな成長を応援する施設と
して、平成11年に開館。

（収蔵・展示内容）
「数」「形」「力」など7つのテーマで科学の不思議を体感
できる展示をはじめ、毛利名誉館長が宇宙で実際に使って
いたものを展示した「毛利宇宙飛行士の部屋」などがある。

福井県教育庁
埋蔵文化財調査センター

（概要）
福井県の歴史や文化を知る上で、重要
となる県内の遺跡を発掘・調査し、調査成果を整理し、保
存や活用を進める目的で、昭和56年に開設。

（収蔵・展示内容）
ふるさと福井への誇りと愛着を持ってもらうため、発掘調
査報告書に掲載された出土品等をわかりやすく展示する速
報展などを実施。

福井県ふるさと
 文学館・文書館

（概要）
平成27年に開館。県立図書館を改修し、
図書館、文書館に併設。3館併設の特長を活かし文学と読書、
郷土史を連携させた活動、福井ゆかりの作家や作品を身近
により深く理解できる展示、若者の創作活動支援など、県
民が文学に親しみ、学び、交流できる拠点を目指している。

（収蔵・展示内容）
福井ゆかりの作家や作品に関する直筆資料や愛用品などを
収蔵。

14

県内他博物館の状況

■教育系・科学館系・関連歴史（埋文）系（4館）
（財）日本博物館協会／「全国博物館総覧」より



県域の状況 ８

福井県年稿博物館

（概要）
平成30年に開館。水月湖年縞に関する
資料の収集・保管・研究・展示および
教育普及や観光施設として活用2019年に博物館相当施設に
指定。

（収蔵・展示内容）
年縞の概要を伝えるシアターをはじめ、最大の目玉となる7
万年分の水月湖年縞の実物をステンドグラスにして展示。
水月湖年縞の歴史である7万年間の人類や古生物の歴史も紹
介。

福井県海浜自然センター

（概要）
平成11年に開館。平成26年にうみ
（海湖）の自然を守り育てる活動
への参加を意図して、「うみ（海湖）の学びと癒しの新空
間」をコンセプトにリニューアル。

（収蔵・展示内容）
三方五湖や若狭湾に住む水生生物や自然を紹介。実物模型
や映像による展示だけでなく、実物の生き物も見ることが
できる。

福井県立恐竜博物館

（概要）
平成12年に開館。平成元年から恐竜
化石発掘調査に取り組み、新属新種の
恐竜を多数発見。この恐竜化石資源を活用し国内外にア
ピールするため博物館を建設。令和5年に増設。

（収蔵・展示内容）
恐竜の大きさが実感できる全身骨格標本50体、ジュラ紀の
恐竜の世界を再現したCG映像や大型ジオラマ、その他福井
県で発掘された恐竜化石から復元した全身骨格標本3体も展
示。

福井県立自然保護センター

（概要）
「身近な自然から宇宙まで」をテーマ
に自然保護の普及活動を実施。
資料収集、調査研究事業を行い、県内の自然に関する情報
センターの役割を担っている。

（収蔵・展示内容）
広く自然に親しみ、自然を大切にする心を育むことを目的
に各種事業を実施。その中の展示では六呂師高原の立体模
型、水田や小川、ため池、森やその中での動物の様子をジ
オラマや実物標本で紹介。

県内他博物館の状況

■自然史および自然系（4館） 
（財）日本博物館協会／「全国博物館総覧」より
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当館の状況 １

県内他博物館の状況
■歴史博物館周辺の立地現況

教育、文化施設が多く、文教エリアといえる。
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当館の状況 ２
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人文系博物館・県中核博物館としての現状

Ⅲ.性格および機能（基本構想・検討報告書）

人文系歴史博物館であると同時に、県内博物館の中核施設としての性格も併せ持つものとする。

①人文系歴史博物館としては、以下のような機能を発揮する。

●福井県の歴史や文化に関わる総合的な調査研究をすすめ、資料を収集（保管・保存・補修を含む）する。

●福井県の歴史や文化に関わる情報を発信し、福井県民のアイデンティティー形成に寄与する。

  ●生涯学習支援の一機関として、利用者が自ら学ぶことのできる環境（場と機会）を提供する。

②県内博物館の中核施設としては、以下のような機能を発揮する。

●県内における県立の博物館施設間の連携をはかる基地となる。

●県内における市町村あるいは民間の博物館・資料館等との連携の拠点となる。

●博物館にかかわる情報・連絡網の総合窓口（集約）的な役割を果たす。

基本構想・計画検討報告書ｐ4、

再編整備基本構想検討報告書ｐ10より抜粋〔平成11年3月〕

参考 Ⅲ.各博物館施設の位置づけ（再編整備基本構想検討報告書（機能については基本構想・検討報告書と同内容））

1、活動範囲

人文系の歴史・考古・美術工芸・民俗等の分野を配し、福井県全域の歴史を取り扱う。

2、館の性格

福井県の文化遺産、遺品などの総合的な調査研究・展示事業を通して、県民市民のアイデンティティ形成や県内
外に向けて県のイメージアップに貢献・寄与する。

各施設のネットワークの中心施設と位置付け、県立施設間の連携と市町村博物館等の支援を行う。

県内各博物館に関わる情報発信等においては全県的観点にたった総合窓口的な役割を果たし、利用者の便宜を図
るために情報サービスの拠点としての機能充実を図る。

従来の固定式の通史展示の手法を根本的に見直し、逐次最新の成果を取り入れる「生きた常設展示」の実現を図
る。そのためには、部分更新を重ね多様なテーマを可能にする柔軟な展示環境（設備）の設計が望ましい。このこ
とは、中核施設として県内各地域、各時代の様々なテーマ（資料）を対象とし、総合かつ個別集中的な調査研究・
資料収集の成果を反映する上でも不可欠。

■基本構想（性格および機能/各博物館施設の位置付け）



当館の状況 ３
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人文系博物館・県中核博物館としての現状

■基本構想と現状（人文系歴史博物館としての機能） 基本構想・計画検討報告書より作成〔平成11年3月〕

太字は基本構想より抜粋。

【】内は基本構想における事業名を示す。

●福井県の歴史や文化に関わる総合的な調査研究【調査研究】

中長期的（10～20年）な計画のもと調査研究を行う

現状）5年計画・3テーマ（政治史・宗教と文化・産業とくらし）で実施、日頃より館内外で県内各地域の資料を調査研究

個別的（一分野的）なものと総合的（多分野的）なものを設定する

現状）展示に向けての短期的・個別的な調査研究が中心、学芸員の数が少なく各分野をカバーできていない

調査研究の成果は、できるだけ速やかに常設展示や特別展示、あるいは年報や紀要等を通して利用者に公開・提供する

現状）年間で特別展2回・企画展1回・写真展3回を実施、年報・紀要は隔年で発行

●資料を収集（保管・保存・補修を含む）する【資料収集】

福井県の歴史・文化にかかわる諸資料を収集。福井県に関わりのないものであっても比較・参考資料は対象に含める

現状）県内地域の資料の寄贈・寄託・購入を通して実施、日頃より地域の人々から寄贈や寄託の相談対応、

現在収蔵点数224,345点、収蔵率131％

散逸や流失、破壊等の緊急事態に対応できる体制をとっておく

現状）流失防止のために他施設や県内外の書店、OB、有識者等から情報収集し、資料を受入、

収蔵庫が飽和（収蔵率130％以上）状態であるため、災害時等の大規模な資料受け入れが困難

適切な保管・保存措置を行う

現状）脆弱な資料は特別収蔵庫に配置、毎日学芸員が家庭用除湿器を操作し湿度管理、

収蔵庫の空調設備が老朽化により故障、収蔵庫が地下にあり水害による水没の危険性が高い

収蔵庫狭隘化の対策を講ずる

現状）日頃の収集の際、受け入れるかどうか吟味（同じ資料があるので受け入れないなど）し、収蔵資料を選別

不要となった造作物の廃棄等館内の掃除整理・空間確保を月2回実施、

収蔵資料は年平均4,985点増加し、収蔵庫に入りきらない資料がある

※社会情勢の変化にともない、博物館に与えられる課題や寄せられる期待は刻々と変化するであろうが、本来の活動の原点は決して忘れて
はならないだろう。（中略）博物館は時勢に流されず、ひたすら地道な研究・作業を継続することに、また一つの存在意義がある

（再編整備基本構想ｐ4）



当館の状況 ４

人文系博物館・県中核博物館としての現状

■基本構想と現状（人文系歴史博物館としての機能） 基本構想・計画検討報告書より作成〔平成11年3月〕

●福井県の歴史や文化に関わる情報を発信【展示】

展示内容はできるかぎり実物資料を中心とし、

解説等は原則として‘中学生でも分かる’ということを基準とする

現状）可能限り実物資料展示（常設展示資料2,340点のうち、実物資料2,252点）、解説文は読みやすいよう3行程度、

フリガナは中学生に対応しているが、年40～60校（2,300～3,100名）程度の授業での来館のうち、小学3・4年

生の来館も多く対応は不十分

 「動かす」「触れる」という展示方式を取り入れる

現状）盗難や破損の恐れがあり実施していない

毎年常設展示の一部テーマを更新する「フレキシブル展示」を導入する

現状）テーマの更新はできていない、常設展示資料は複数点を年1回以上更新

常設展示の一部に、利用者自らが企画や運営に参加できるコーナーを設置する

現状）一部特別展・企画展において地元小中学生の作品や思い出を記載し展示するコーナーを設置、恒常的ではない

 

●利用者が自ら学ぶことのできる環境（場と機会）を提供【普及】

各事業の記録と広報、情報および解説サービス、年報や広報誌等の編集発行、マーケティングリサーチを行う

現状）各展示を会場撮影により記録・年報に掲載、日中英語の音声ガイド・団体への解説実施、広報誌年2回発行、

SNSで随時情報発信、企画展・特別展で3回程度展示解説実施、マーケティングリサーチは実施できていない

講演会・学習会・見学会等を企画する

現状）当館での講座を年3回以上、外部に出向いての講座を年6～16回程度実施、出前授業を年3～9校程度実施

自館や他館の施設・催事案内、常設展や特別展の展示概要、データベース化された収蔵資料の紹介等を行う

現状）ホームページやSNSにて随時紹介、WiFi環境整備、館内においては機器が故障し実施できていない

ミュージアムショップを設置する

現状）当館の展示や福井の歴史文化に関わるグッズ・冊子を販売 19

太字は基本構想より抜粋。

【】内は基本構想における事業名を示す。
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人文系博物館・県中核博物館としての現状

■基本構想と現状（中核施設としての機能） 基本構想・計画検討報告書より作成〔平成11年3月〕

●県立の博物館施設間の連携をはかる基地となる

●博物館・資料館等との連携の拠点となる

●情報・連絡網の総合窓口（集約）的な役割を果たす

市町村や他機関との共同調査・研究の機会をつくり、学際的協力の場を設ける

現状）県内博物館美術館等施設51館が加盟する県博物館協議会の事務局を運営

文化政策・現場の課題等を議論する運営協議会を年2回開催

学芸員や文化財調査員等職員の資質向上や他県施設視察などの研修会を年2回開催

市町村および博物館関係者あるいは教職員との交流の場・機会をつくる

現状）文化政策・現場の課題等を議論する運営協議会を年2回開催

学芸員や文化財調査員等職員の資質向上や他県施設視察などの研修会を年2回開催、

私的な学芸員の勉強会を1～2か月に1度実施、教職員が不在

情報機器を活用して自館や他館の施設・催事案内を行う

現状）各館の情報を発信するホームページを運営（FUKUI MUSEUMS）、案内を行うエントランスの情報機器は故障

市町村や他施設との共催展（共同企画展）、またこれ以外に他から誘致する企画展等を行う

現状）市町村や他施設との共同での調査・研究を実施、各施設間の資料の貸借はあるが、

各館の労力不足等から共同の展示や巡回展等誘致する企画展は実施できていない

資料について、市町村や他機関と連携して、現地での保存と活用の方策を講ずる

現状）研修会や日々の業務の中で連絡を取り合いつつ、資料の保存や活用に協力、

地域のまちづくり協議会等が設置する地域の歴史案内看板の内容作成に協力、

少子高齢化や戸主の代替わりがあり現地での保存は困難化

太字は基本構想より抜粋



当館の状況 ６
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人文系博物館・県中核博物館としての現状

■基本構想と現状（施設と組織・人員） 基本構想・計画検討報告書より作成〔平成11年3月〕

組織面では、今後の事業推進の上で必要とされる再編を行う。歴史博物館としての専門特性を発揮し、県内博物館の
中核施設としての役割を果たすためにも、たとえば展示・資料・普及の三部門からなる学芸組織の再編や、総合的な
マネージメント部門の設置等が必要である。職員については、とくに平成15年(2003年）に予定されるリニューアル
オープンに向けて、各事業における専門担当者の欠落や不足を補うことを中心に、計画的に人員拡充をはかる。この
ほかにも、再編整備後の館運営と事業推進を円滑に行うためには、各種の人材確保が必要不可欠であり、新たな制度
の導入も含めて、早急な対応が望まれる。

現状）部門ごとの学芸組織の編成やマネージメント部門は設置できていない

考古学、近世史、保存科学、自然環境学等の学芸員が不在

Ⅵ.施設と組織・人員

館長
（1）

副館長（1） 利用サービス室長（1） 室員（2）

学芸員（6）
内訳：歴史（古代、中世、近現代 各1）、美術工芸（1）、民俗（1）、歴史地理（1）副館長（1）

計12名

現状の組織図

太字は基本構想より抜粋
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社会情勢と公園の現状 １
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全国、県域、当園の社会情勢（現状）

①全国の状況

②県域の状況

③当園の状況
・幾久公園は、1950年（S25）に県営総合運動公園として開園した。1956年（S31）の都市公園法の制定
後、幾久公園周辺でも住宅地開発が進み、多くの都市公園が整備されてきた。そのような中、幾久公
園は1984（S59）に県立博物館が立地するレクリエーション空間のある地区公園として再整備された。 

・現在、公園施設は老朽化しているが、利用者に対し駐車場は手狭になっている。また、新たな公共交
通としてシェアサイクルポートが整備されるなど、新しい動きがみられる。

・新たな時代の公園（緑とオープンスペース）は、人中心のまちづくりの中で、そのポテンシャ
ルを最大限発揮するため、パートナーシップを重視した公園マネジメントで多様な利活用ニー

・福井県は、都市公園について「施設の老朽化の状況、利用状況やニーズの変化、将来の土地
利用計画をふまえた改修または機能再編・拡充」「歴史・文化的資源の活用」「グリーンイ
ンフラの取組」を推進している。

・また、福井県は、日本一幸福な子育て県「ふく育県」を目指し子育て支援に取り組んでおり、 「福井
県こども・子育て応援計画」に基づき、「老朽化した遊び場等の修繕や改修を進め、安全で楽しいこ
どもの遊び場環境づくり」を進めている。

 ズに応え、地域の価値を高め続ける「使われ活きる公園」を目指すべきである。
・一方、博物館や美術館では、印象的かつ象徴的な展示や遊具を公園の中に一体的に整備し、人を

 きつける魅力的な施設が全国的に増えてきている。また、公園の整備にあたって、心身の障がいの
 有無、国籍、年齢に関わらず、どんな人でも利用できる「インクルーシブ」な公園が求められている。



全国の状況 １
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公園に関する社会情勢

■都市公園の柔軟な利活用に向けた実践事例集

少子高齢化や人口減少、社会資本の老朽化の進行、財政面・人材面の制約の深刻化、国民の価値観の多様化等、社
会全体が様々な課題や変化に直面する中で、都市の貴重な環境基盤である公園（緑とオープンスペース）も同様に
多くの課題に直面している。

個人と社会のWell-Beingの向上に向け、地域の課題や公園の特性に応じ、ポテンシャルを更に発揮すべきであり、
新たな時代における都市公園の意義・役割は「持続可能な都市を支えるグリーンインフラ」「心豊かな生活を支え
るサードプレイス」「人と人のリアルな交流、イノベーションを生み出す場」「社会課題解決に向けた活動実践の
場」「機動的なまちづくりの核」の５つである。

新たな時代の公園（緑とオープンスペース）では、人中心のまちづくりの中で、ポテンシャルを最大限発揮するた
め、パートナーシップの公園マネジメントで多様な利活用ニーズに応え、地域の価値を高め続ける「使われ活きる
公園」を目指すべき。

出展：都市公園の柔軟な利活用に向けた実践事例集
https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001738649.pdf



全国の状況 ４

公園に関する社会情勢

■博物館・美術館と公園（遊び場）が一体化した事例

富山県立美術館「オノマトペの庭」（富山県富山市）
「アートとデザインをつなぐ美術館」をテーマに、屋
上はそのテーマに連携した遊び場となっており、大人
も子どもも遊びながら全身でアートを体感できる。

横江荘史跡公園エントランスゾーン（石川県白山市）
史跡の特徴「条里制」をデザインした人工芝広場や大型
遊具、地元の奉納相撲をモチーフにした土俵をエントラ
ンス部に配置。将来、ガイダンス棟が隣接して整備予定。

金沢21世紀美術館（石川県金沢市）
屋外広場は自由に出入りでき、子どもが屋外展示の中
に入ったり触れて遊べる。屋外広場では野外コンサー
トやマルシェ等のイベントが開催される。

安満遺跡公園（大阪府高槻市）
歴史拠点につながる広いアプローチに、人工芝広場や
全天候型の遊び場、カフェ、ペットショップ等が並ぶ
アプローチでは多様なイベントが開催される。

24



全国の状況 ５
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公園に関する社会情勢

■みんなが遊べる、みんなで育てる 都市公園の遊び場づくり参考事例集

都市公園の遊び場は本来、こどもの能力や特性、背景などにかかわらず、あらゆるこどもに開かれたものであり、
全国的に、公園の整備にあたり『インクルーシブ』（心身の障がいの有無、国籍、年齢に関わらず、どんな人でも
利用できること）な遊び場が求められている。幾久公園の改修にあたり、あらゆる人が、容易に利用でき、多様な
選択肢の中で一緒に安全、快適に利用できる場を創り出すことが求められる。

出展：守谷市誰もが遊べる公園広場整備のためのガイドライン
策定業務
https://www.city.moriya.ibaraki.jp/shisei/keikaku/1004525/1009049/index.html

出展：みんなが遊べる、みんなで育てる 都市公園の遊び場

づくり参考事例集
https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001738649.pdf
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県域の状況 １

公園に関する社会情勢

出展：福井都市計画区域の整備、開発および保全の方針
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/tokei/masterplan/honbun_d/fil/001.pdf

■福井県都市計画マスタープラン「県全体の基本方針」
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出展：福井県 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 「 県全体の基本方針 」
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/tokei/masterplan/masterplankaitei_d/fil/kihonhoushin.pdf

「福井県都市計画マスタープラン」では、『施設の老朽化の状況、利用状況やニーズの変化、将来の土地利用計画
をふまえ、改修または機能再編・拡充を推進』や『歴史・文化的資源を活用しながら都市公園等を整備し、グリー
ンインフラの取組を推進』することを定めている。
また、「福井都市計画区域の整備、開発および保全の方針」において都市公園は、「環境保全機能、レクリエーショ
ン機能、防災機能、景観構成機能および防犯機能の確保」、「歴史・文化的資源の活用」を踏まえて都市公園を整
備することを定めている。



県域の状況 １

公園に関する社会情勢

「全４７都道府県幸福度ランキング２０２４年版」（一般財団法人日本総合研究所編）において、福井県が総合１
位と、１２年連続の「幸福度日本一」となった。福井県は、雇用環境があり、失業率が低く、働く女性や高齢者の
割合が高く、子どもたちは家族や地域に見守られながら安心して勉強や運動に打ち込める環境があり、学力・体力
の高さにつながっている。
また、福井県は、日本一幸福な子育て県「ふく育県」 を目指し、多様な子育て支援を行っており、その中の施策の一つとし

て「老朽化した遊び場等の修繕や改修を進め、安全で楽しいこどもの遊び場環境づくり」を進めている。

出展：福井県こども・子育て応援計画（福井県）
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kodomo/fukui_kodomo_plan.html

■幸福度日本一ふくい・日本一幸福な子育て県「ふく育県」 

27

出展：幸福度日本一ふくい（福井県）
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/seiki/koufukudo.html
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当園の状況 １
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幾久公園に関する現状

６－１ 基本方針

幾久公園基本計画設計作成業務委託報告書Ｐ18より抜粋〔昭和55年12月〕■当初の位置付け

社会的条件、現況利用状況、敷地条件、前提条件を踏まえ本計画地に必要とされる中心的性格は以下の4点に
大別することができる

①現状のスポーツレクリエーション活動の場としての働き。
②博物館を併設する事から教養文化の場としての働き。
③地区住民に対する余暇活動の場としての働き。
④都市環境保全と防災の観点から緑の供給の場としての働き。

■現状の確認

①300mトラックは平日にはグランドゴルフやウォーキング、幼児・児童の遊び・散歩、高校生
の部活動、休日には家族連れで遊ぶ姿が見られる。テニスコートは朝から利用されている。

②公園の中心施設、また公園と博物館の導入部として、奥行と景観の変化をもった形態と
なっており、シンボルの噴水が整備されている。

③博物館東面のコーナーに遊び場が整備されている。また、緑陰にベンチや、トイレ、
日時計、パーゴラ、遊歩道があり、地域住民をはじめとした余暇活動に使われている。

④敷地外周部には幹線道路からの緩衝帯として、また休養ゾーンにも多くの樹木が繁茂している。
⑤駐車場は博物館と公園の共用で全86台、駐輪場は各入口に整備されている。

■現状の評価
①トラックの水はけが悪く滑る。幅跳び用砂場・走路は損傷があり、使用に支障あり。住宅地が近く、音等に配慮

が必要で、舗装や擁壁等に損傷がある。
⇒様々な屋外スポーツ活動に利用されているが老朽化が激しく、継続的な利用にはリニューアルが必要。

②噴水は、維持管理コスト大のため夏季限定利用となっている。稼働させてない時には配管がむき出しで、
段差もあり危ない。公園利用者から見える場所に博物館の展示案内がなく、公園と博物館に一体感がない。
⇒博物館と公園は併設されているが連携・一体感はなく、公園が教養文化の場とはなっていない。

③遊歩道には根が浮き上がり、多くのベンチが損傷し、トイレは和式しかなく清潔感がない。
夕暮れ時は園内が薄暗くなり、不審者の情報もある。
⇒地域の利用者が安全・安心に、余暇活動を行える場となっていない。

④樹木が密集しすぎており、公道上に枝がはみ出し、落葉もあり、苦情がある。ボランティアの方々が
園内の清掃に協力してくれているが、清掃が追い付かず、維持管理に苦慮している。
⇒多くの緑を供給しているが健全な樹木状態ではなく、適切な都市環境を保全しているとは言い難い。

⑤博物館のイベント時には駐車台数が足りないほど利用者が多く、護国神社の駐車場を借りている（20～30台ほ
ど）。また、バスの専用駐車場がなく、一般車駐車場に縦置きするが、出入りも大変。駐輪場は老朽化している。
⇒常に満車ではないが、バス利用も困難であり、駐車利用・駐輪利用に対して支障がみられる。

※S55基本計画において「駐車場」は計画されて
いるが、「基本方針」や「施設内容の検討」、
「公園機能」では明記されていない。しかし、
今回駐車場は機能として重要であることから、
現状確認と評価に含める。



幾久公園
3.2ha

北部公園1.1ha
（野球場、遊具）

西公園1.4ha
（ﾃﾆｽｺｰﾄ8面、遊具）

福井市体育館
（ﾃﾆｽｺｰﾄ3面）

1km

2km

中央公園2.2ha
（複合遊具）

養浩館庭園0.9ha
（日本庭園）

町屋公園
1.9ha （遊具）

開発公園1.9ha
（野球場、遊具）

かもめ公園
0.2ha（遊具）

経田公園
0.3ha（遊具）

重藤公園
0.26ha（遊具）

宮前公園
0.38ha（遊具）

松本公園
0.16ha（遊具）

ちどり公園
0.19ha（遊具）

幾代公園
0.23ha （遊具）

大願寺公園
0.19ha

（広場のみ）

凡例

街区公園（0.25ha）

近隣公園（2.0ha）

地区公園（4.0ha）

その他

高木中央公園1.0ha
（野球場、遊具）

西藤公園1.8ha
（野球場、遊具）

当園の状況 ２
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幾久公園に関する現状

■幾久公園周辺の公園立地現況
幾久公園は「地区公園(3.2ha)」だが、幾久公園の周辺2km圏に同規模の都市公園はなく、小規模な公園や小型遊具を
有する公園が多い。野球場やテニスコートを有する公園はみられるが、トラックを有する公園は幾久公園以外にはみ
られない。



当園の状況 ３
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幾久公園に関する現状

■歴史博物館・幾久公園の駐車場

現在、歴史博物館と幾久公園の駐車場は合計86台設置されているが、博物館の催しの際に満車になることもあり、近隣
の護国神社の駐車場を借用している。反対に護国神社の例祭時には、博物館の駐車場を貸すなど、相互協力している。

また、近隣に公共の駐車場はなく、現行の駐車場には館内関係者駐車場も含まれており、大型バスが駐車できる専
用のスペースはない（バスは事前連絡の上、一般車駐車場の一部を利用して駐車している）。下記の駐車台数の考
え方による年間利用者規模は2024(R6)年の博物館利用者数と比べても、足りない状況であることがわかる。

西側駐車場75台

東側駐車場11台

【参考】駐車場台数の考え方
駐車台数86台／
｛ピーク日集中率1.0%
×自動車分担率80%
×（１／１台あたりの同乗者数2.5人）
×（１／駐車場回転率2.1） }
≒ 年間利用者数5.6万人規模

≦ 博物館利用者R6：約6.9万人

イベント時に護国神社

の駐車場を借りている
（20～30台ほど）

※「史跡を活用した国営公園の整備検討
業務報告書（国土交通省、H19年度）」
を参考に算出
 

https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudokei
kaku_fr4_000008.html?utm_source=chatgpt.com

駐輪場 駐輪場

駐輪場

駐輪場

駐輪場



当園の状況 ４

幾久公園に関する現状

■電車・バス・車に次ぐ新しい交通手段 「ふくチャリ」

全国的にも拡大している「シェアサイクルサービス」(全国で2022年末時点で366都市で導入)は、福井市において
も2023年(R5)3月よりサービスが開始された。また、サイクルポートは順次拡大しており、2025年(R7)9月11日には
「幾久公園ポート」が新たに開設された。

出展：ふくチャリ
https://fuku-chari.com/
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幾久公園ポート
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